
令和6年8月20日

No, 資料 項 質　問 回　答

1 応募要領
別紙1
様式17

「現指定管理者は、当該施設に
ついて」と記載されているが、
区スポーツ施設として記載する
のか、または複数施設ある場
合、そのうち1施設を選択して
記載するのか。

様式17に記載しているとおり、
現指定管理者は当該施設につい
て記載していただくこととなり
ますので、東区スポーツ施設の
実績を記載してください。

2 応募要領
別紙1
様式17
3⑵

利用者数は、個人使用者と専用
使用者（大会役員+参加者）で
観客数は含まない数値との考え
方で良いか。

利用者数について、本市施設の
場合は、業務実施状況評価で公
表している数値とし、他都市施
設の場合は、他都市が公表して
いる数値（公表していない場合
は、他都市から聴取した評価の
対象としている数値）としてく
ださい。

3 応募要領
別紙1
様式17
3⑵

令和2年度から令和4年度は、新
型コロナ感染症の対応（臨時休
館・時短営業・利用制限）によ
り、利用者数の実績評価を受け
ていないので、数値は記載でき
ないという理解で良いか。

新型コロナウイルス感染症の影
響を踏まえ利用者数等の評価を
行っていない年度について、利
用者数等の数値を記載するか否
かは任意とします。
記載の有無に関わらず、平均値
の算出対象からは除いてくださ
い。

4 応募要領
別紙1
様式17
3⑵

令和5年度は、現時点で実績評
価が公表されていないが、利用
者数は記載できないという理解
で良いか。

本市施設の場合は、業務実施状
況評価が9月議会で公表される
ため、その数値を記載してくだ
さい。
他都市施設の場合は、申請期限
までに公表されている場合（若
しくは他都市から聴取した評価
の対象としている数値がある場
合）は、記載してください。

5
応募要領

別紙1
様式17
3⑵

現指定期間の利用者数の実績値
は、令和2年度から新型コロナ
感染症の対応（臨時休館・時短
営業・利用制限）、耐震工事、
その他工事・修繕、避難指示発
令による臨時休館の影響があ
り、これらは、施設管理者の責
めに帰すべき事情ではなく、利
用者数は、「前指定期間におけ
る平均値①」と比較できないこ
とから、評価に値しない数値で
ある。上記2つの質問のとお
り、記載できないという理解で
良いか。

No.2及びNo.3の回答のとおりで
す。

東区スポーツ施設の指定管理者候補者募集に係る質問に対する回答
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6 業務仕様書

2⑼ウ
(ｱ)a、
(ｲ)a、
(ｳ)a、

利用料金の全額を返還する「利
用者の責めに帰することが、で
きない理由」について、次のこ
とを想定しているが、これらに
対応するとしてよいか。
広島市の考え方を示していただ
きたい。

①　施設が避難所開設となった
場合や避難指示による「臨時休
館」となった場合
②　熱中症警戒アラートの発
表、利用中の熱中症指数の計測
値による大会の中止
③　雷の発生が予測される気象
情報の発表による大会の中止

①の避難所の開設や避難指示に
よる臨時休館は、本市の指示に
よるものとなりますので、「使
用者の責めに帰すことができな
い理由」に該当すると考えてい
ます。
一方、天候などを理由とする②
及び③の場合の中止の判断は、
大会主催者が行うものと考えま
すので、直ちに「使用者の責め
に帰すことができない理由」に
該当するものとは考えていませ
ん。

7 業務仕様書

２⑼ウ
(ｱ)a、
(ｲ)a、
(ｳ)a、

専用使用途中に「使用者の責め
に帰することができない」事案
となった場合、すでに利用した
時間に関係なく、全額を返還す
ることとなるのか。

専用使用の途中に「使用者の責
めに帰すことができない理由」
が生じた場合については、これ
により使用できない時間に相当
する利用料金の全額を返還する
ことを想定しています。

8 業務仕様書 4

8月8日、人事院勧告が出され、
国家公務員給与月例給2.76%、
ボーナス0.1月分のアップと
なっている。
　また、今年度の春闘で民間給
与も4～5％程度のアップとなっ
ており、賃上げ等による所得の
向上は、内閣の主要施策にも挙
げられている。
　加えて、ウクライナや中東に
代表される国際紛争に起因する
諸物価の上昇も見込まれる。
こうした状況下において、

　近年にない率での人件費の
アップや予想以上の物価急騰な
ど、見込み以上の社会・経済情
勢の変動についてのリスク管理
は、仕様書に記載されたリスク
分担表の“自然災害等の不可抗
力”と理解してよいか。

この度の上限額は、これまでの
管理の実態や今般の物価上昇を
踏まえたものとなっており、指
定期間中の物価上昇は基本協定
書のリスク分担に基づき、原則
指定管理者のリスクとなりま
す。
しかしながら、社会情勢の変化
などにより、更に物価が上昇す
るなどの状況になれば、選定時
に予見できる範囲を超えるもの
かを検討の上、自然災害等不可
抗力と判断する可能性もありま
す。
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9 その他

駐車場管理業務を実施するに当
たり、駐車場管理機器及び運営
管理に必要な看板、その他設備
を持ち込んで管理することは可
能か。また、その場合、現状の
駐車場管理機器及び看板類はど
のように取り扱えばよいか。
（撤去もしくは倉庫保管など）

駐車場管理業務の実施に当たっ
て、指定管理者が必要な機器等
を持ち込むことは、本市の承認
及び原状回復を条件に可能とし
ています。
その場合の現状の機器等につい
ては、原状回復を条件としてい
ることなどから、指定管理者が
保管場所を確保の上、保管いた
だくことが考えられます。
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